
出資法及び貸金業規制法の改正に関する意見書  

近年、自己破産申し立て件数は、年間２０万件前後と高水準で推移しており、

その多くは消費者金融等で多額の債務を負った多重債務者や中小零細事業者で

ある。多重債務問題は、自殺、ホームレス等の要因ともなり、極めて深刻な社

会問題となっている。 

多重債務問題の要因として、貸金業者の多くが、貸金業の規制等に関する法

律（以下、「貸金業規制法」という。）第４３条の「みなし弁済」規定適用を前

提に、利息制限法が定める制限金利（年１５～２０％）を上回るものの、刑事

罰の対象となる出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以

下、「出資法」という。）の上限金利である年２９．２％より低い「グレーゾー

ン金利」といわれる高金利で貸し付けている実態がある。 

出資法による日賦貸金業者、電話担保金融についても返済手段が多様化し、

また、電話加入権の財産的価値が失われつつある今日において、年５４．７５％

という特例金利を認める必要性もなくなっている。 

 国では、平成１９年１月を目途に出資法等の上限金利を見直すとしている。 

 羽村市議会は、国会及び政府に対し、今回の法改正にあたり次の事項を実現

するよう強く要請する。 

  

１ 出資法第５条の上限金利を、少額短期貸付などの例外を設けることなく一

律に利息制限法第１条の制限金利まで引き下げること 

２ 貸金業規制法第４３条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること 

３ 出資法における日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止す

ること 

４ 保証料名下での出資法及び利息制限法の脱法を禁止すること 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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